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（注）　記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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【 重要な会計方針 】 

１．資産の評価基準及び評価方法 
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

                ・子会社株式   移動平均法による原価法によっております。 
  ・その他有価証券 
     市場価格のない株式等以外のもの 

                   決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処 
理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 
 

市場価格のない株式等 
                   移動平均法による原価法によっております。 

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
   評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

・製品       主に総平均法 
・仕掛品      個別法 
・原材料      総平均法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 
平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物及びレンタル資産並びに平成 28 年４月１ 
日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、それ以外の有形固 
定資産は定率法によっております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 8～36 年 

工具、器具及び備品 2～20 年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 
    ・自社利用目的のソフトウエア 
              社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金      債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見 
込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金      従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう 
ち当事業年度に帰属する額を計上しております。 

  (3) 製品保証引当金   製品販売後の無償サービス費用の支出に備えるため、過去の保証費用実績率を

基礎として計上しております。 
 (4) 退職給付引当金   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 
 
 
 
 



４.収益及び費用の計上基準 

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な内容及び当該履行義務を充足する通

常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 

 

（1）フロービジネス 

①システム受託開発契約 

 バスロケーションシステム、ペイメントシステム、その他システム受託開発については、顧客との間で

システム開発の請負契約を締結しており、主な履行義務は顧客の仕様に基づくシステム開発であります。 

当該システム受託開発については、顧客の利用目的に応じたカスタマイズが含まれており、義務を履行

するにつれて別の用途に転用することができない資産が生じ、進捗した部分に対する対価を収受する強制

力のある権利を有することから、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しておりま

す。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価

の合計に占める割合に基づいて行っております。なお、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る

進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収

基準にて収益を認識しております。ただし、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点

までの期間がごく短い場合は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 

 

②製品の販売 

 IP 無線機、決済端末、その他通信機器のＩｏＴデバイスの販売については、主な履行義務は製品の引渡し及

び機器の取付けであり、当該履行義務は、製品の引渡し及び機器の取付けが完了し顧客が検収した時点で履行

義務が充足されるため、顧客の検収完了時点で収益を認識しております。 

 

（2）サブスク 

①月額利用契約 

ＩｏＴデバイスに基づく動態管理システム、バス運行管理システム、タクシー配車システム、決済システム

の運用、保守サービスの利用については、顧客との間で月額のサービス利用契約を締結しており、主な履行義

務は契約期間にわたるシステムの利用、及び保守サービスの提供であります。当該履行義務は、契約期間にわ

たり時の経過につれて履行義務が充足されるため、契約期間にわたって収益を認識しております。 

また、タクシー配車システム、決済システムの従量課金部分については、対象となる配車件数または決済金

額及び契約に基づく単価または料率により算出された金額を収益として認識しております。 

 

②ファイナンス・リース取引 

ＩｏＴデバイスとシステム利用サービスを一体とした月額定額制モデルについては、ファイナンス・リース

取引に係る収益の計上基準を適用しており、サービス利用契約に基づきリース料受取時に収益を認識しており

ます。 

 

【 会計方針の変更に関する注記 】 
収益認識に関する会計基準等の適用 
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又

はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 
これに伴い、システム受託開発契約及び請負契約に関して、従来、契約の進捗部分について成果の確実性が

認められる場合は工事進行基準（契約進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基

準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財

又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更

しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想され

る原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係



る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基

準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる

時点までの期間がごく短いシステム受託開発契約及び請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期

間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期

首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準

第 86 項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の

額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。 
この結果、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ 283,746 千円減少しておりますが、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高に与える影

響はありません。 

 

【 収益認識に関する注記 】 
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「【重要な会計方針】４ 収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

【 株主資本等変動計算書に関する注記 】 

発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普 通 株 式
（株） 

23,157,600 － － 23,157,600 

【 当期純損益金額 】 

       当期純利益               435,445 千円 

 


